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㔜 要  㡯

商品先物取引ࡣ商品ᕷሙにࡅ࠾る┦ሙࡢኚືにࡾࡼᦆኻࡌ⏕ࡀる࠶ࡢࡇ

る取引࡛すࠋ

ࠊࡵࡓ࠸ࡁࡀ取引㔠㢠࡚ࡽࡃ㢠にࡢ㡸クするドᣐ㔠ࡀᐈᵝ࠾ࠊにࡽࡉ

ᦆኻࡢ㢠ࡀ㡸クするドᣐ㔠ࡢ㢠ୖࢆᅇるࡲࡾ࠶ࡀࡇすࠋ

ὀᩥࡀᡂ❧ࡣࡁࡓࡋ㈙ᯛᩘにᛂ࡚ࡌᡭᩘᩱࢆᚩࡲࡋすࠋ

ࠊ୍ࡀᙜ♫ࡢ取ḟ先ཷࡢクဨࡀ◚⏘する➼ࡓࡋሙྜにࠊࡣ商品取引ᡤ

に࠾ࡾࡼᐈᵝࡢᘓ⋢ࡀᙉไⓗにฎศࢀࡉる࠶ࡀࡇるࡢࡑࠊࡵࡓ⤖ᯝࠊ࡚ࡋ

ᘓ⋢್ࡢὙ≧ἣにࡣ࡚ࡗࡼドᣐ㔠ࡢ㢠ୖࢆᅇるᦆኻࡌ⏕ࡀるྍ⬟ᛶࡲࡾ࠶ࡀ

すࠋな࠾ᙜ♫ࡀ◚⏘する➼ࡓࡋሙྜࠊᙜ♫ࡢ取ḟ先ཷࡢクဨに࠾ࡾࡼᐈᵝ

Ὑ್ࡢ⋣ᘓࠊ࡚ࡋᯝ⤖ࡢࡑࠊࡵࡓる࠶ࡀࡇるࢀࡉᙉไⓗにฎศࡀ⋣ᘓࡢ

≧ἣにࡣ࡚ࡗࡼドᣐ㔠ࡢ㢠ୖࢆᅇるᦆኻࡌ⏕ࡀるྍ⬟ᛶࡲࡾ࠶ࡀすࠋ

♫ⓗにᙜ୍ࠊࢀࡉᶵᵓに㡸クࢢࣥࣜࣜࢡओ᪥ᮏドๆࡣドᣐ㔠ࡢᐈᵝ࠾

ศ㞳㡸クཬࡢ᪥ᮏ商品ጤク⪅ಖㆤᇶ㔠ࡶ࡚࠸ࡘ㈨⏘にࡢᐈᵝ࠾ಖ⟶するࡀ

すࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⨨るಖᥐࡼ௦ᘚ῭ዎ⣙にࡢ᪥ᮏ商品ጤク⪅ಖㆤᇶ㔠ࡧ

ሙྜ࡛ࡓࡌ⏕ࡀ⏤ࡢ➼るࡅཷࢆỴᐃࡢᡭ⥆㛤ጞ⏘◚ࡀ♫ᙜࠊ୍ࡀࠊ࡛ࡢ

㏻ࢆ᪥ᮏ商品ጤク⪅ಖㆤᇶ㔠ࡣࡓࡲᶵᵓࢢࣥࣜࣜࢡओ᪥ᮏドๆࠊࡶ࡚ࡗ࠶

ᐈ࠾ࡀ㏉㑏㢠ࡢࡇࠊ࠾なࠋすࡲࡁ࡛ࡀࡇるࡅཷࢆ㏉㑏ࡢ⏘㈨ࡢᐈᵝ࠾࡚ࡌ

ᵝࡢ㈨⏘に㊊するࠊࡣࡁ㊊ศに࡚࠸ࡘ᪥ᮏ商品ጤク⪅ಖㆤᇶ㔠にㄳồ

するࡲࡁ࡛ࡀࡇすࡢࡑࠊࡀ㝈ᗘࡣἲ௧ࡢᐃࡵに1ࡾࡼ༓࡛ࡲなるࠊࡵࡓ

㢠ࡢ㏉㑏ࢀࡽࡅཷࢆなࡓࡗሙྜにࡣᦆኻࡌ⏕ࡀるྍ⬟ᛶࡲࡾ࠶ࡀすࠋ
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1. 商品先物取引ࡢᇶ♏

ձ商品先物取引ࡣ

 商品先物取引とは、ᕤ業ཎᮦᩱや農産物等の商品を、現時Ⅼで定めた価格で、ᑗ᮶のあらか

じめ決められた期日に売買することを約᮰する取引であり、商品取引ᡤにおいて決められた期

日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。▼Ἔ市場はᮾி商品取引ᡤに

おいて、また、㈗金ᒓ市場、࣒ࢦ市場、農産物市場は大㜰取引ᡤにおいて取引されています。

 商品先物取引にはḟのような≉ᚩがあります。 

  ձ商品の受取りや代金の支払いは取引時に行ࡎࢃに、一定期㛫を経㐣した日に行う。 

  ղ商品の品㉁や代金は取引時に決める。 

  ճ商品先物市場（商品取引ᡤ）を㏻じて取引を行う。 

    մ商品がᶆ‽され、その値ẁは市場ཧ加者の意ᛮを公正に反ᫎさࡏて決められており、

取引の履行を組織的に管理しているので、ồめる品㉁の商品がなかったり、当初契約を 

した値ẁで買࠼なかったりすることはない。 

    յ商品と代金の受払い日が฿᮶する๓に、市場を㏻じて反対の取引をすることによって当 

     初の取引と相ẅし、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをࡎࡏ 

     に取引を終了することができる。（差金決済） 

   このような≉ᚩから、商品先物取引は、商品の価格差をぢ㎸んでの資産㐠用にᛂ用すること

ができる取引となっています。 

 また、ูの≉ᚩとして、商品先物取引では商品の代金をすࡄに用意する必要はなく、その代

ンタイル取引ᡤ（&0(）が開Ⓨした࢝マー࣭ࢦ࢝ࢩ、りに取引の担保金としてࢃ によってט63$1

ィ算した額（63$1 証拠金）を基にタ定された「証拠金」と言ࢃれるお金を預託するというⅬが

あります。（証拠金取引） 

 このように、商品先物取引は資金をຠ⋡的に㐠用できるඃれた取引ですが、反㠃、相場のኚ

ືḟ➨では、お客様が預けた証拠金を上ᅇる損ኻになる可⬟ᛶもある、ࣁイリࢫク࣭ࣁイリタ

ーンな取引です。 

 したがって、商品先物取引を行う場合には、本᭩㠃の内ᐜを༑分におㄞࡳいたࡔき、取引の

仕組ࡳやリࢫクについて༑分に理解するとともに、お客様自㌟のุ᩿と㈐௵において、お客様

の資産状況にぢ合った取引を行うことが㔜要です。 

ղ商品取引ᡤにࡅ࠾る取引࣮ࣝࣝࡢ

  この契約に基づく取引は「ᰴᘧ会♫ᮾி商品取引ᡤ」における商品先物取引です。当♫の主

な取ᢅい商品、取引༢や限月等の取引要⥘につきましては、ูࠓ⣬ 取引要⥘ࠔをࡈぴくࡔ

さい。 

ճ商品先物取引ࢡࢫࣜࡢ

࣭商品先物取引では、商品市場の相場がண測に反してኚືしたときには損ኻがⓎ生する場合が

あります。 

࣭商品先物取引は証拠金取引であり、⥲取引金額は取引に際して預託する証拠金のおお10ࡡࡴ

㹼�0ಸ⛬度の額となります。 

࣭商品市場における相場のኚືᖜがᑠさくとも、大きな額の益または損ኻが生じることのあ

るࣁイリࢫク࣭ࣁイリターンの取引です。 

࣭相場のኚືのᖜによっては預託した証拠金の額を上ᅇる損ኻがⓎ生する可⬟ᛶがあります。 

࣭相場のኚືにより損ኻがⓎ生した場合に取引を⥅⥆するためには、証拠金を㏣加して預託す

ることが必要となる場合があります。 
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մ商品先物取引ࢺࢫࢥࡢ

  ὀᩥがᡂ立したときは売買ᯛᩘにᛂじて手ᩘᩱがⓎ生します。手ᩘᩱの額およびᚩの時期 

なのヲ⣽についてはู⣬をࡈぴくࡔさい。 

 同一商品の売りと買いの方の建玉を行った場合、価格ኚືリࢫクはᅛ定または限定される

ことになりますが、建玉時、決済時にはそれࡒれの建玉について手ᩘᩱがⓎ生しますので、ࡈ

ὀ意くࡔさい。 

յ取引に関するไ㝈

 ὀᩥのᡂ立ᚋには、そのὀᩥの契約を解㝖すること（いࡺࢃるクーリング࣭オフ）はできま

 。んࡏ

 。いても商品市場の状況によっては取引がᡂ立しない場合がありますࡔὀᩥをいたࡈ 

 お客様の商品先物取引に関する▱㆑や経験の⛬度、資産の状況に↷らして㐣大な取引となら

ないよう、当♫のุ᩿により取引㔞を制限さࡏていたࡔく場合があります。 

 商品先物取引にはཎ๎として限月（げんげつ）があり、受Ώしを行ࢃない場合は限月の納会

日までに建玉を決済して取引を終了さࡏる必要があります。 

 商品取引ᡤの定める建玉の限度を㉸࠼たり、買༨め࣭売ᔂし等の不公正な取引と認められた

場合には、商品取引ᡤにより建玉が処分されることがあります。 

 万が一、当♫の取ḟ先の受託会員が◚産手⥆開始の決定を受け、あるいは㈱日本証券クリア

リング機構において支払い不⬟と取ᢅࢃれた等の事⏤により、商品取引ᡤにおいて当♫が違約

者と認定された場合には、商品取引ᡤにより建玉が処分されることがあります。

նᘓ⋢್ࡢὙ࠸

 お客様が保有する建玉については、日ࠎ、約定値ẁとその日のᖒ入値ẁ（商品取引ᡤの定め

る清算値ẁがᖒ入値ẁとなります。）との価格差を基に損益がィ算されます。これを「値Ὑい」

といいます。また、「値Ὑい」が益となっている場合を値Ὑ益、損ኻとなっている場合を値

Ὑ損といい、お客様の保有するすべての建玉の値Ὑいを合算した建玉全యの値Ὑいを「値Ὑ損

益金㏻算額」といいます。 

 値Ὑ損が生じている場合、建玉を⥔ᣢしたまま取引を⥅⥆するためには、証拠金を㏣加して

預託する必要が生じることがあります。（証拠金のヲ⣽についてはᚋ㏙します。） 

 その場合、お客様は証拠金を㏣加預託して取引を⥅⥆しても構いまࡏんし、㏣加の証拠金を

預託ࡎࡏに、建玉を決済して損益を清算し、取引をいったん終了しても構いまࡏん。お客様が

損ኻとして許ᐜできる金額を上ᅇる損ኻが生じることのないよう、ៅ㔜に取引を行ってくࡔさ

い。 

 そのためにも、日ࠎ、当♫や商品取引ᡤの࣍ー࣒ペーࢪ、᪂⪺の相場ḍ等を☜認し、ࡈ自㌟

の建玉の値Ὑ状況をᖖにᢕᥱしておくようにしてくࡔさい。 

ಖࡢ⏘㈨ࡢᐈᵝ࠾ .�

 お客様から差入れを受けた証拠金は、お客様の代理人として当♫が㈱日本証券クリアリング機構

に預託し、当♫の資産とは༊ูして管理されます。なお、当♫が差換預託を行う場合、お客様の証

拠金は取ḟ証拠金としてお預かりしますので同意᭩を差し入れて㡬きます。 

 また、一時的に当♫が保管するお客様の資産について、日本商品委託者保護基金の分㞳預託ཬ

び日本商品委託者保護基金との代弁済契約により保全措置を行っています。 

 したがって、万が一、当♫が◚産手⥆開始の決定を受け、あるいは㈱日本証券クリアリング機構

において支払不⬟と取ᢅࢃれた等の事⏤により、商品取引ᡤにおいて当♫が違約者と認定された場

合であっても、お客様は㈱日本証券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を㏻じてお客

様の資産の㏉㑏を受けることができます。 
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 なお䚸この㏉㑏額が䚸お客様の資産に不㊊するときは䚸不㊊分について1千万円を限度として日本 

商品委託者保護基金にㄳồすることができます。 

 ヲ⣽につきましては、当♫または㈱日本証券クリアリング機構もしくは日本商品委託者保護基金

までおၥい合ࡏࢃくࡔさい。 

㈱日本証券クリアリング機構 （ KWWSV���ZZZ�MS[�FR�MS�MVFF�） 

 ᮾி㒔୰ኸ༊日本ᶫණ⏫ 2�1 （㟁ヰ）03�3����1234 

日本商品委託者保護基金 （ KWWSV���ZZZ�KRJRNLNLQ�RU�MS） 

 ᮾி㒔୰ኸ༊日本ᶫᇼ␃⏫㸯目10␒㸵ྕ 

 ᮾி商品取引ᡤࣅル㸲㝵 （㟁ヰ）03�3����34�1 

�. ዎ⣙ࡢᴫ要

�㸯� 取引ࡢᡭ⥆ࡁ

ここでは、商品取引契約の⥾⤖から取引の終了までの基本的な手⥆きをㄝ᫂します。 

当♫の外務員より「契約⥾⤖๓付᭩㠃」（本᭩㠃）および「受託契約‽๎」を付いたします。 

本᭩㠃の内ᐜを༑分におㄞࡳになり、ࡈ不᫂のⅬがあれࡈࡤ☜認くࡔさい。 

ዎ⣙ࡢ࡛ࡲ取引ࡢὶࢀ

ձㄝ᫂

࣭  ࠗ契約⥾⤖๓付᭩㠃 （࠘本᭩㠃）を用いて取引の༴㝤ᛶや取引の仕組ࡳ等についてのㄝ

᫂を行います。本᭩㠃の内ᐜを༑分におㄞࡳになり、ࡈ不᫂のⅬがある場合には必ࡈࡎ☜

認ୗさい。ㄝ᫂のᚋに、お客様の理解度を☜認するため 「ࠗ契約⥾⤖๓付᭩㠃」アンࢣー

ࠗ。きますࡔグ入いたࡈを࠘ࢺ 契約⥾⤖๓付᭩㠃࠘のㄝ࣭᫂付を受けた᪨、ࡈ⨫名ୗさ

い。 

࣭  ࠗ当♫が定めた委託者証拠金額一ぴ࠘ ཬび ࠗ当♫が定めた委託手ᩘᩱ一ぴ࠘ をㄝ࣭᫂

付いたします。 

࣭ お客様の情ሗについて、当♫が定めた ࠗお客様のಶ人情ሗの用目的についてのお▱ら

 。をㄝ࣭᫂付いたします ࠘ࡏ

࣭ 当♫が定める ࠗ取引ᡤࢫࢩテ࣒に関する␃意事㡯࠘ についてㄝ࣭᫂付いたします。 

ղཱྀᗙ㛤タ

࣭ お客様の理解度☜認のため ࠗ商品デリバティブ取引の㔜要な࣏イン࠘ࢺ をㄝ࣭᫂付い

たします。ࡈ☜認いたࡔきࡈ⨫名ୗさい。 

࣭  ࠗ受託契約‽๎࠘ のㄝ࣭᫂付を受け、ࡈ☜認ୗさい。 

࣭  ࠗお取引のཱྀᗙ開タ申㎸᭩࠘ にࡈグ入ୗさい。年㱋、⫋業、入、ὶື資産状況、ᢞ資

可⬟資金額、ᢞ資経験、本契約を⥾⤖する目的なはᑂᰝのための㔜要な㡯目ですので、

正☜にࡈグ入くࡔさい。なお、ᢞ資可⬟資金額は損ኻとなっても生άに支㞀のない⠊ᅖで

タ定しなけれࡤならないこと、ඖ本Ḟ損ཪはඖ本を上ᅇる損ኻが生ࡎるおそれのある取引

であること等を༑分ࡈ理解ୗさい。 

࣭ 「≢⨥による益の⛣転に関する法ᚊ」に基づく本人☜認を行います。当♫の外務員に㐠

転免許証等の本人☜認᭩㢮（ࣆࢥー）をࡈᥦ出くࡔさい。 

ճ㐺ྜᛶࡢᑂᰝ

࣭ 取引相談ᐊが㟁ヰཪは㠃談により、理解度ཬび取引意ᛮ等の☜認を行い、ేࡏて ࠗお取

引のཱྀᗙ開タ申㎸᭩࠘ のグ㍕内ᐜについてもᑂᰝいたします。 

࣭ 事๓ᑂᰝは営業㈐௵者ཬび管理㒊࣭取引相談ᐊが行います。 
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࣭ 最終ᑂᰝは⥲ᣓ管理㈐௵者が行います。なお、ᑂᰝの⤖ᯝ、契約をお᩿りする場合もࡊࡈ

いますので、ணめࡈ了ᢎୗさい。 

մዎ⣙

࣭ ᑂᰝの終了ᚋ、「商品先物取引の༴㝤ᛶをᢎ▱した上で、受託契約‽๎にしたがって、自

らのุ᩿と㈐௵において取引を行う」᪨をࡈ了ᢎの上、「約ㅙ᭩」に⨫名࣭ᤫ༳してくࡔ

さい。その、受託契約‽๎関ಀ᭩㢮（「差換預託に関する同意᭩」）等の必要᭩㢮をࡈᥦ

出してくࡔさい。 

յドᣐ㔠ࡢ㡸ク

࣭ 証拠金の預託は金融機関からの㎸のࡳとしており、現金でお預かりすることはおこなっ

ておりまࡏん。 

նཷὀ

࣭ 取引ὀᩥは、受託契約‽๎➨ �᮲（委託の際のᣦ♧）に๎って、その㒔度ᣦ♧内ᐜを☜認

してくࡔさい。 

շᡂ❧

࣭ ὀᩥがᡂ立した場合には約定ሗ࿌をいたします。また、「取引ሗ࿌᭩ව保証金受㡿証」を

㏦付しますので、内ᐜをࡈ☜認いたࡔき、グ㍕内ᐜに相違があった場合にはたࡕࡔに当♫

までࡈ㐃⤡くࡔさい。なお、いたࡔいたὀᩥが商品市場においてᡂ立しなかった場合には、

その᪨とその理⏤をࡈ㐃⤡いたします。 

ոࡢࡑ

࣭ お客様の保有する建玉については、日ࠎ、約定値ẁとᖒ入値ẁの価格差から値Ὑ損益がィ

算されます。 

࣭ 値Ὑ損益金㏻算額が損ኻとなっている場合なには証拠金の㏣加預託が必要になることが

あります。その場合ࡈ㐃⤡をいたしますので、建玉を⥔ᣢしたまま取引を⥅⥆する場合に

は、期限までにࡈ入金くࡔさい。なお、ࡈ入金が↓い場合はすべての建玉が決済されます。 

࣭ 商品市場では、ᛴ⃭な価格ኚືを㜵Ṇするためにࢧーࢺࢵ࢟ブࣞー࢝ー（㹁㹀）制度がタ

けられています。商品取引ᡤがあらかじめ定めた一定のᖜを㉸࠼る価格で売買ὀᩥが対当

する場合は、一時的に取引を୰᩿して、᪂たなὀᩥをび㎸んࡔう࠼でタ定ᖜをᣑ大して

から取引が開されます。ࢧーࢺࢵ࢟ブࣞー࢝ー制度により取引が୰᩿されている㛫はὀ

ᩥがᡂ立することはありまࡏん。ࢧーࢺࢵ࢟ブࣞー࢝ーのタ定ᖜ等については商品取引ᡤ

の࣍ー࣒ペーࢪをࡈཧ↷くࡔさい。 

࣭ 毎月ᮎにṧ玉のある方には月ᮎṧ㧗をグ㍕した「取引ṧ㧗ሗ࿌᭩」を㏦付いたします。ま

た、3ࣨ月ࡈとに、㐣ཤ3ࣨ月㛫に取引のあった方全てに取引内ᐜをグ㍕した「取引ṧ㧗ሗ

࿌᭩」を㏦付いたします。グ㍕内ᐜを☜認し、相違の有↓について同ᑒのはがき（取引ṧ

㧗ᅇ⟅᭩）により必ࡈࡎᅇ⟅くࡔさい。取引ṧ㧗ᅇ⟅᭩の㏉㏦がない場合には、相違がな

かったものとして取りᢅいますので、ࡈὀ意くࡔさい。 

࣭ 建玉の⥔ᣢに用していない預り証拠金は商品先物取引ཱྀᗙより出金することができます。

出金をᕼᮃされる場合には当♫の外務員にࡈㄳồくࡔさい。お客様からㄳồのあった日か

ら 4営業日以内にお客様のཱྀᗙにり㎸ࡳをいたします。 

�㸰� ドᣐ㔠に࡚࠸ࡘ

ձጤク⪅ドᣐ㔠

お客様が保有する建玉全యを⥔ᣢするために必要な証拠金の金額として当♫が定める金額を 

「委託者証拠金䛃 といいます。「委託者証拠金」は、お客様が保有する建玉全యから生じるリࢫ

クにᛂじてSPANט（ࣃࢫン）を用いてィ算された金額（取引証拠金⥔ᣢ額）以上の額で決定す

ることとされており、当♫の「委託者証拠金」は、㈱日本証券クリアリング機構から毎㐌公⾲
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されるࣛࣉイࣕ࢟ࢫ࣭ࢫンࣞンࢪをୗᅇらない金額をタ定しております。なお、「取引証拠金⥔

ᣢ額」は商品相場の状況等により適時ぢ直しが行ࢃれますので、「委託者証拠金」は一定の金額

ではありまࡏん。 

当♫が定める「委託者証拠金」の預託時期は、受託契約‽๎➨12᮲の2の≉により、建玉

๓に預託する᪨の≉約を⥾⤖するものとします。 

ղཷධドᣐ㔠ࡢ⥲㢠

お客様が預託した証拠金（預り証拠金）の⥲額に、値Ὑ損益金を加ῶ（益຺定の場合は加算

しまࡏん。）した金額を 「受入証拠金の⥲額䛃㻌といいます。 

建玉を⥔ᣢするためには、この「受入証拠金の⥲額」が「委託者証拠金」をୗᅇらないよう

に、証拠金を預託しておく必要があります。 

ཷධドᣐ㔠ࡢ⥲㢠 㸻 㡸ࡾドᣐ㔠㢠 㸫 ್Ὑᦆ㔠㏻⟬㢠 s ㈙ᕪᦆ┈㔠

ࠝᘓ⋢ࢆ⥔ᣢするࡵࡓにᚲ要な≧ែࠞ

ཷධドᣐ㔠ࡢ⥲㢠 Ӎ ጤク⪅ドᣐ㔠

ճドᣐ㔠㊊ࡢⓎ⏕ドᣐ㔠ࡢ㏣ຍ㡸ク 㸦⥲㢠ࡢ㊊㢠⌧㔠㊊㢠㸧

「受入証拠金の⥲額」が「委託者証拠金」をୗᅇった場合には、証拠金の不㊊が生じること

になります。このときの不㊊額を「⥲額の不㊊額」といいます。 

 証拠金不㊊（⥲額の不㊊額）がⓎ生する場合ۑ

࣭ ᪂たに建玉し、保有する建玉の状況がኚし、建玉を⥔ᣢするために必要な「委託者証

拠金額」がቑ額した場合 

࣭ 値Ὑ損益金㏻算額がマイࢫࢼとなった場合 

࣭ 建玉の決済により損金がⓎ生した場合 

࣭ 「委託者証拠金」のぢ直しが行ࢃれた場合 

 証拠金不㊊（⥲額の不㊊額）がⓎ生した場合ۑ

࣭ 建玉を決済ࡎࡏに⥔ᣢし取引を⥅⥆するには、不㊊のⓎ生した日の⩣営業日正༗までに

不㊊額の預託が必要です。 

࣭ 不㊊額が期限までに預託されない場合は、お客様のィ算において全ての建玉を処分する

ことがあります。 

ͤ大㜰取引ᡤ取引ཱྀᗙとࣉールィ算されている場合には大㜰取引ᡤのཱྀᗙと値Ὑい損益が㏻算

されます。 

⥲㢠ࡢ㊊㢠 㸻 ཷධドᣐ㔠ࡢ⥲㢠 㸫 ጤク⪅ドᣐ㔠

㸦ࡢࢫࢼ࣐ሙྜ㸧

 現金の不㊊額ۑ

  預り証拠金のうࡕ、用有価証券を㝖いた金銭の額が「現金支払ண定額」をୗᅇった場

合にも、証拠金の不㊊が生じます。このときの不㊊額を「現金不㊊額」といいます。 

ͤⲴ証券を用有価証券として用できるのは大㜰取引ᡤ取ᢅ㖭のࡳとなります。 

⌧㔠㊊㢠 㸻 㡸ࡾドᣐ㔠ࡕ࠺ࡢ⌧㔠 㸫 ⌧㔠ᨭᡶணᐃ㢠
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 「現金支払ண定額」とは、「現金ᤵ受
㸬㸬

ண定額」がマイࢫࢼの場合の金額を言い、「現金ᤵ受
㸬㸬

ண定額」とは、値Ὑ損金㏻算額および売買差損益金（ᮍ精算）を加ῶした額をいいます。

なお、値Ὑ損益金㏻算額が益となる場合には現金ᤵ受ண定額には加࠼まࡏん。 

⌧㔠ᨭᡶணᐃ㢠 㸻 ⌧㔠ᤵཷணᐃ㢠ࡢࢫࢼ࣐ࡀሙྜࡢ㔠㢠

⌧㔠ᤵཷணᐃ㢠 㸻 ್Ὑᦆ㔠㏻⟬㢠 s ㈙ᕪᦆ┈㔠㸦ᮍ⢭⟬㸧

 証拠金の不㊊額ۑ

  証拠金の不㊊額はこの「⥲額の不㊊額」または「現金の不㊊額」のいࡎれか大きい額と

なります。 

ドᣐ㔠ࡢ㊊㢠 㸻 㔠㊊㢠⌧ࠕࡣࡓࡲ㊊㢠ࠖࡢ㢠⥲ࠕ 㢠࠸ࡁࢀࡎ࠸ࡢࠖ

  証拠金の不㊊額が 「⥲額の不㊊額䛃となる場合であっても、「現金不㊊額䛃㻌がある場合に

は、「現金不㊊額」に相当する金額については現金で預託して㡬く必要があります。 

մドᣐ㔠ࡢ㡸クࡢ᪉ἲ

証拠金の預託は、金融機関をしての㎸により行ってୗさい。証拠金の預託は金融機関か

らの㎸のࡳとしており、現金でお預かりすることはおこなっておりまࡏん。 

当♫ᣦ定のୗグのཱྀᗙにお㎸ࡳくࡔさい。 

㖟 ⾜ ྡ ୕⳻㹓㹄㹈㖟⾜
3D\3D\ 㖟⾜

�㖟⾜ࢻ࣮ࢥ � � � ��

ᨭ ᗑ ྡ ὠ⏫ᨭᗑ㸦ࣥࢸࢩࢳ࣐ࢶ࢜࢜㸧 ᮏᗑ

ཱྀ ᗙ ✀ 㢮 ᬑ㏻ཱྀᗙ ᬑ㏻ཱྀᗙ

ཱྀ ᗙ ␒ ྕ 1 � � � � � 1 � � 4 � � 1 1

ྡ ⩏ ே
㉳ドๆᰴᘧ♫

�ࣕࢩ࢝࢟ࢩࣈ࢝ࣥࢣ࢘ࣙࢩ࢟ࢲ�
࢝㸦ࣥࢣ࢘ࣙࢩ࢟ࢲ

յドᣐ㔠ࡢ㏉㑏ࡢᮇࡧࡼ࠾᪉ἲ 㸦㡸ࡾドᣐ㔠వ㢠㸧

建玉を⥔ᣢするために用していない証拠金（「預り証拠金వ額」）は商品先物取引ཱྀᗙか

ら出金することができます。たࡔし、「預り証拠金వ額」が預託した証拠金のうࡕ金銭の額

を㉸࠼る場合にはこの限りではありまࡏん。 

「預り証拠金వ額」は、「受入証拠金の⥲額」から「委託者証拠金」を差し引いた金額と

なります。 

㡸ࡾドᣐ㔠వ㢠 㸻 ཷධドᣐ㔠ࡢ⥲㢠 㸫 ጤク⪅ドᣐ㔠

  「預り証拠金వ額」の出金をᕼᮃされる場合には、当♫の外務員に出金のᣦ♧を行ってく

いたお客様のཱྀᗙにࡔᣦ定いたࡈ、さい。お客様からㄳồのあった日から4営業日以内にࡔ

り㎸ࡳをいたします。 

 なお、当♫では値Ὑ益の払い出し（出金）および値Ὑ益の証拠金の᭰࠼は行っておりま

 。んࡏ
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ն␃ព㡯

࣭ 納会月割ቑ額は、当月限（㸯␒限）が対象で、⥔ᣢするためには売り、買いそれࡒれ当月限

合ィᯛᩘのከい方のᯛᩘについて預託していたࡔく必要があります。 

࣭ 値Ὑ損益金㏻算額が益となる場合には現金ᤵ受ண定額には加࠼まࡏん。 

࣭ 同一商品におけるࢻࢵࣞࣉࢫ取引は、保有する建玉全యから生じるリࢫクにᛂじて証拠金を

ィ算した（SPAN証拠金）、商品内ࢻࢵࣞࣉࢫ割ቑ額（当♫が定める委託者証拠金と同額とい

たします。）を᥇用します。 

࣭ 相関関ಀのある㖭での商品㛫ࢻࢵࣞࣉࢫ割引額は᥇用しまࡏん。 

4. ᡭᩘᩱ

 決済ὀᩥのᡂ立時に、売買ᯛᩘにᛂじた手ᩘᩱを預り証拠金から差し引きます。ヲ⣽については

ู⣬「当♫が定めた委託手ᩘᩱ一ぴ」をࡈぴくࡔさい。 

�. മົࡢᒚ⾜ࠊỴ῭ࡢ᪉ἲ

ձᕪ㔠Ỵ῭

建玉を決済する（仕切る、手仕舞う）場合には、当♫の外務員に仕切ὀᩥのᣦ♧をしてくࡔ

さい。 

仕切ὀᩥがᡂ立した場合には、損益（売買差損益金）がィ算され、取引⤖ᯝが益の場合に

は売買差益金から手ᩘᩱを差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引

⤖ᯝ䛜ᦆኻ䛾ሙྜ䛻䛿売買差損金に手ᩘᩱを加࠼た金額を預託している預り証拠金から差し引

きます。 

建玉をすべて決済した場合に、預り証拠金が売買差損金および手ᩘᩱに不㊊するときは、当

♫のᣦ定する日時までに不㊊分を当♫のᣦ定ཱྀᗙにࡈ入金くࡔさい。 

ղཷΏにࡼるỴ῭

࣭ 当♫ではᮾி商品取引ᡤの取ᢅ㖭の受Ώしは行っておりまࡏんので、すべて建玉処分によ

り決済していたࡔくことになります。現物先物取引、現金決済先物取引ともに、納会月㸯㸳

日（ఇ業日は⧞上）の日୰立会終了時にṧった建玉は、お客様のィ算によりኪ㛫立会で決済

されていない限り、⩣営業日の日୰立会ᐤ付ᯈ合ࡏにてお客様のィ算により建玉を処分いた

します。なお全㔞約定するまでⓎὀいたします。 

�. ᣍㄳ່ㄏࡢ⚗Ṇᑐ㇟ࡢእに࡚࠸ࡘ

ୗグ（㸯）から（㸱）までの່ㄏが不ᣍㄳ່ㄏの⚗Ṇ対象から㝖外されます。 

（㸯）ࣁイリࢫク取引の契約者（自♫との契約者）に対する່ㄏ 

現在່ㄏが認められている商品先物取引（損ኻ限定取引を㝖く）࣭金融ᗑ㢌デリバティブ

取引࣭金融市場デリバティブ取引の契約者 

（㸰）ࣁイリࢫク取引の契約者（♫との契約者）に対する່ㄏ 

(D)商品先物取引（損ኻ限定取引を㝖く）、(E)金融ᗑ㢌デリバティブ取引、(F)金融市場

デリバティブ取引、(G)有価証券のಙ用取引の契約者（以ୗ「♫契約者」という）に対

する່ㄏであって、ୗグձからճまでの全てを᮲௳とします。 

なお、(D)および(E)については取引終了ᚋ㸳年以内の者とします。 

また、(F)および(G)については、当ヱ取引の契約⥾⤖の日から �0日以上経㐣した場合で 

あって、かつ、່ㄏ行Ⅽを行う日の直㏆ 1年以内に㸰以上の取引がある者、または່ㄏの 

日にᮍ決済の取引のṧ㧗を有する者とします。 

ձ່ㄏに先立ࡕ、♫契約者でなけれࡤ契約できないことについてお客様にㄝ᫂し、かつ、

ㄝ᫂を受けたことを、お客様が証する᭩㠃により☜認すること。（ᑦ、ㄝ᫂を受けたこと
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をお客様が証する᭩㠃は、ㄝ᫂の日から㸯㸮年㛫保Ꮡします） 

ղ契約を⥾⤖するまでの㛫に、お客様が♫契約者であることを、自ら申࿌した᭩㠃により

☜認すること。（ᑦ、♫契約者であることをお客様が申࿌された᭩㠃は、☜認の日から

㸯㸮年㛫保Ꮡします） 

ճ上グձⱝしくはղの規定に反し、ཪは上グղの᭩㠃が事実と␗なることを▱りながら取引

を行った場合には、当ヱ取引は自ᕫのィ算においてしたものとࡳなすこと。 

（㸱）一定の要௳を‶たすᮍ経験者に対する່ㄏ 

上グ（㸯）ཬび（㸰）以外のお客様に対する່ㄏであって、ୗグձからճまでの全てを᮲

௳とする。 

ձ່ㄏに先立ࡕ、ୗグ(D) から(F) までの全ての᮲௳にヱ当する者でなけれࡤ契約できない

ことについてお客様にㄝ᫂し、かつ、ㄝ᫂を受けたことを、お客様が証する᭩㠃により☜

認すること。（ᑦ、ㄝ᫂を受けたことをお客様が証する᭩㠃は、ㄝ᫂の日から㸯㸮年㛫保

Ꮡします） 

(D) 㸴㸳ṓᮍ‶の者であること。 

(E) 主として年金等により生ィを⥔ᣢしている者として主務大臣が定める者（年金等生ά者） 

でないこと。 

ͤ ๓グ年金等生ά者の定義として、以ୗの内ᐜを࿌♧（᪂規制定）で規定します。 

࣭主として年金等により生ィを⥔ᣢしている者とは、以ୗの額の合ィ額がそれ以外の 

入の年額を㉸࠼る者が対象となります。 

࣭年金（⪁㱋年金、㞀ᐖ年金、㑇᪘年金、ᐻ፬年金等）の年額 

࣭ᜠ⤥の年額 

࣭㐣ཤ㸳年以内に受け取った㏥⫋金の額の㸰㸮分の㸯の額（お客様が㸴㸮ṓ以上である

場合に限定） 

࣭㐣ཤ㸳年以内に受け取った生保㝤金の額の㸰㸮分の㸯の額（お客様が㸴㸮ṓ以上で

ある場合に限定） 

࣭㐣ཤ㸳年以内に㑇産相⥆ཪは㞳፧による財産分を受けた額の㸰㸮分の㸯の額（お客

様が㸴㸮ṓ以上である場合に限定） 

࣭そのこれらに㢮するものの額 

(F) ୗグイཪはࣟのいࡎれかの᮲௳にヱ当する者であること。 

イ 上グ(D)、(E)の᮲௳にヱ当し、年㸶㸮㸮万円以上でかつ保有金融資産㸰㸮㸮㸮万円

以上のᰴᘧ等経験者（現物ᰴᘧ取引、ᢞ資ಙ託）で、損ኻ額が証拠金の額を上ᅇるお

それのあること等について適切に理解している者。 

ࣟ ≉定の資格を有する者であること。（弁護ኈ、ྖ法᭩ኈ、公認会ィኈ、⛯理ኈ、フ

イࢼンࣕࢩル࣭ࣛࣉンࢼー、証券一✀外務員な、証券アࢼリࢺࢫ） 

ղ契約を⥾⤖するまでの㛫に、お客様が上グձの᮲௳にヱ当することを、(D) については㌟

分証᫂᭩等、(E) については年࣭金融資産申࿌᭩、(F) のイについては年࣭金融資産

申࿌᭩、(F) のࣟについては資格証᫂᭩等により☜認する。（ᑦ、当ヱ᭩㠃は☜認の日か

ら㸯㸮年㛫保Ꮡします） 

ճୗグ(D) から(F) までの全てを契約の内ᐜとします。 

(D)契約⥾⤖の⩣日から㸯㸲日㛫を経㐣した場合でなけれࡤ、お客様に対して取引の່ㄏを行

うことཬびお客様から取引のᣦ♧を受けることができないこと。 

(E)商品取引契約が⥾⤖された日から取引の開始日までの㛫に、委託者の年と保有金融資産

額との合ィ額の㸱分の㸯の額を上限とした額（以ୗ「ᢞ資上限額」という。）をタ定しな

けれࡤならないこと。 

商品取引契約が⥾⤖された日から㸯年以内にあっては、預り証拠金のうࡕ委託者証拠金（値

Ὑ損益金㏻算額が㈇である場合には委託者証拠金から値Ὑ損益金㏻算額をῶじた額。）が

ᢞ資可⬟額（ᢞ資上限額から委託手ᩘᩱ（௬委託手ᩘᩱをྵࡴ。）の合ィ額をῶじてᚓた

額に売買差損益金の合ィ額を加࠼た額（当ヱ額がᢞ資上限額を㉸࠼る場合にはᢞ資上限額）

をいう。）を㉸࠼ることとなる取引の委託を受けてはならࡎ、かつ、値Ὑ損益金㏻算額を

ィ算する時Ⅼにおいて、預り証拠金のうࡕ委託者証拠金がᢞ資可⬟額以上となった場合に

は、委託を受けた取引の全㒊について、転売ཪは買戻しにより速やかに処分するものとす

ること。 
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ᑦ、この場合、管理㒊がኪ㛫取引開始時以㝆において、全ての建玉をᡂ行の)D.で決済し、

᪂たな取引は出᮶ないこと。 

(F)ୗグイからࣁまでのいࡎれかの場合には、当ヱ取引は自ᕫのィ算においてしたものとࡳな

すこと。 

イ上グ（㸱）ձもしくは（㸱）ղの規定に反し、ཪは上グ（㸱）ղの᭩㠃がഇである

ことを▱りながら、契約を⥾⤖し取引を行ったとき。 

ࣟ上グճ(D)の規定に反し、お客様から取引のᣦ♧を受けて取引を行ったとき。 

 て取引証拠金等を受㡿し、ཪは決済を⤖了࠼上グճ(E)の規定に反し、ᢞ資上限額を㉸ࣁ

 。に取引を行ったときࡎࡏ

（㸲）その␃意事㡯 

ձ施行規๎➨102᮲の㸰➨3ྕࣁイリࢫク取引ᮍ経験者のお客様につきましては、ᢞ資上限額

から㹄㹖࣭㹁㹄㹂の入金限度額をῶじたものとします。 

ղ施行規๎➨102᮲の㸰➨3ྕࣁイリࢫク取引ᮍ経験者のお客様につきましては、取引開始ᚋ

一年㛫、現物の受けΏしは出᮶ないものとします。 

ճ施行規๎➨102᮲の㸰➨3ྕࣁイリࢫク取引ᮍ経験者のお客様につきましては、取引開始ᚋ�

0日㛫を⩦⇍期㛫と定め、取引証拠金等の額がᢞ資上限額の3分の㸯に㐩することがない⠊

ᅖ内での取引とし、⩦⇍期㛫内のኚ᭦は一切認めないものとします。また᪂規建玉のᣦ値

ὀᩥは当日限りまでとさࡏていたࡔきます。 

մ⩦⇍期㛫୰のお客様につきましては、᪤Ꮡ建玉について証拠金ኚ᭦や値Ὑいのᝏにより、

ᢞ資上限額の3分の1を㉸࠼る場合、お客様にその᪨ሗ࿌したのࡕ速やかに建玉を処分して

いたࡔきます。 

յ益金の証拠金の᭰がᢞ資上限額を上ᅇった場合は、⩣ࠎ営業日に㉸㐣分を㏉㑏する

ものとします。ᚑいまして㉸㐣分につきましては、建玉できまࡏんのでࡈὀ意ୗさい。 

նアࣛーࢺ㏻▱対象者（日୰立会終了時Ⅼにおいてᢞ資可⬟額から預り証拠金のうࡕ委託者

証拠金をῶじた額がᢞ資上限額の20㸣以ୗとなった場合）につきましては、᪂たな建玉が

出᮶ないものとします。 

շ決済を⤖了さࡏたお客様につきましては、契約⥾⤖の日から㸯年㛫は᪂たな取引はできな

いものとします。 

ո上グ（㸰）のճཬび（㸱）のճの(F)にあります自ᕫのィ算においてしたものとࡳなす場合 

の対ᛂは⥲ᣓ管理㈐௵者が直ࡕに建玉を処分する等適切に処理するものとします。 

�. ᣍㄳ່ㄏࡢ⚗Ṇᑐ㇟ࡢࡽእにᛂࡓࡌ⚗Ṇ⾜Ⅽࡢ᪂タ

（㸯）上グ㸴（㸰）ཪは（㸱）の່ㄏにより契約を⥾⤖した場合において、契約の内ᐜとされた

事㡯（上グ㸴（㸰）ճཪは（㸱）ճの事㡯）に反して取引を行うことを⚗Ṇする。（商品先

物取引法施行規๎➨㸯㸮㸱᮲➨㸯㡯➨㸰㸵ྕ） 

（㸰）内㒊統制のయ制を構⠏ࡎࡏに、上グ㸴（㸰）ཪは（㸱）の່ㄏを行うことを⚗Ṇする。（商

品先物取引法施行規๎➨㸯㸮㸱᮲➨㸯㡯➨㸰㸶ྕ、➨㸯㸰㸴᮲の㸯㸷➨㸯㸮ྕ） 

�. ዎ⣙ࡢ⤊⏤

 ୗグの事⏤がⓎ生した場合には、お客様の意ᛮにかかࢃらࡎ、速やかに商品取引契約を終了して

いたࡔきます。 

ձࠕ㐺ᙜㄆࢀࡽࡵる່ㄏࡢᑐ㇟⪅࡛ࠖ࠶るุࡀࡇ᫂ࡓࡋሙྜࠋ

࣭ᮍᡂ年、ᡂ年⿕ᚋぢ人、⿕保బ人、⿕⿵ຓ人、精⚄㞀ᐖ者、▱的㞀ᐖ者ཬび認▱㞀ᐖの認め

られる者 

࣭生ά保護法による保護を受けているୡᖏにᒓする者 

࣭◚産者でᶒをᚓないもの 

࣭商品デリバティブ取引をするための入があった者 

࣭損ኻཪは取引証拠金等の額を上ᅇる損ኻが生ࡎるおそれのある取引をᮃまない者 
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࣭規๎➨102᮲の2➨3ྕにより行うことが可⬟とされている່ㄏを受けて商品取引契約を⥾⤖

した者（直㏆の3年以内にᘏべ�0日以上にࢃたり商品デリバティブ取引（損ኻ限定取引を㝖

く。）を行った者を㝖く。）に対する、契約⥾⤖ᚋ最初の取引を行う日から最ప�0日を経㐣す

る日までの期㛫において、取引証拠金等の額がᢞ資上限額（規๎➨102᮲の2➨3ྕ（2）ࣁに

規定するᢞ資上限額をいう。以ୗ同じ）の3分の1の額に㐩することとなる取引の່ㄏ 

࣭その、商品先物取引を行う適格ᛶにḞける者 

ղṇ㈨㔠ࡢὶධุࡀ᫂ࡓࡋሙྜࠋ

�. ⚗Ṇ⾜Ⅽ

 取引は委託者であるお客様の意ᛮとุ᩿に基づいて行ࢃれるものであり、その取引の⤖ᯝについ

ては自ᕫ㈐௵がồめられることから、お客様の意ᛮ決定やุ᩿をṍめるような行Ⅽを関ಀ法令ཬび

ㅖ規๎で⣽かく定めています。お客様もそれを༑分に認㆑した上で取引を行うようにしてୗさい。

 商品先物取引法（➨214᮲）主な⚗Ṇ行Ⅽۑ 

ձ 㢳客に対して、不☜実な事㡯について᩿定的ุ᩿をᥦ౪し、ཪは☜実であるとㄗ認さࡏるお

それのあることを࿌げて່ㄏすること。 

ղ 商品市場における取引等の受託を内ᐜとする契約の⥾⤖ཪはその່ㄏに関して、㢳客に対し

てഇのことを࿌げること。 

ճ 取引のὀᩥを行う際に㢳客がᣦ♧しなけれࡤならない事㡯について㢳客からᣦ♧を受けない

で取引のὀᩥを受けること。 

մ 㢳客から受けた取引を商品市場でᇳ行する๓に、その取引と同じ内ᐜの自ᕫ取引をより有

な価格で行うこと。 

յ 取引の委託をしない᪨の意ᛮ（່ㄏを受けることをᕼᮃしない᪨の意ᛮをྵࡴ。）を⾲♧した

者に対して່ㄏすること。 

ն 㢳客に対して、㏞ᝨをぬ࠼さࡏるようなኪ㛫࣭᪩ᮅ、務時㛫୰の時㛫ᖏや㢳客の意ᛮに反

した㛗時㛫にரる方法等で່ㄏすること。 

շ ່ㄏに先立って、㢳客に対して会♫名と商品先物取引の່ㄏを行おうとしている᪨を࿌げた

上で່ㄏを受ける意ᛮの有↓を☜認しないで່ㄏすること。 

ո 同一の商品取引ᡤの同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一ᯛᩘ保有する

ことを㢳客に対して່めること。 

չ 商品取引契約の⥾⤖の່ㄏを要ㄳしていない㢳客に対し、ゼၥし、ཪは㟁ヰをかけて、商品

取引契約の⥾⤖を່ㄏすること。 

 商品先物取引法施行規๎（➨103᮲）主な⚗Ṇ行Ⅽۑ

ձ 証拠金の㏉㑏のㄳồ、㢳客のᣦ♧の遵守な、㢳客に対する債務の履行をᣄྰし、ཪは不当

に㐜ᘏさࡏること。 

ղ 故意に、㢳客の取引と自ᕫの取引を対当さࡏて、㢳客の益をᐖすることとなる取引をする

こと。（いࡺࢃる「ྥい玉」） 

ճ 㢳客からのᣦ♧を受けࡎに、↓᩿で㢳客の取引として取引をすること。（㢳客がᡤ定の日時ま

でに証拠金を預託しなかった場合や商品取引ᡤによる取引の制限等、「‽๎」に定める場合を

㝖きます。） 

մ 売付けཪは買付け、転売ཪは買戻しの༊ูなの事㡯をഇって商品取引ᡤにሗ࿌すること。 

յ 㢳客もしくは㢳客がᣦ定した者に対して、≉ูの益をᥦ౪することを約᮰し、ཪはこれを

ᥦ౪すること。（➨୕者が≉ูの益をᥦ౪することを約᮰し、ཪはこれをᥦ౪さࡏることを

 （。ますࡳྵ

ն 㢳客に対して、取引の༢を࿌げࡎに取引を່ㄏすること。 
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շ 転売ཪは買戻しにより取引を決済する意ᛮ⾲♧をした㢳客に対し、引き⥆きその取引を行う

よう່めること。（いࡺࢃる「仕切ᣄྰ」） 

ո 商品市場における取引の委託について、㔜要な事㡯についてㄗ解を生じさࡏるべき⾲♧をす

ること。 

չ 同一の商品取引ᡤの同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を␗なるᯛᩘ保有す

る取引、␗なる限月の売建玉と買建玉を同一ᯛᩘ保有する取引ཬび␗なる限月の売建玉と買

建玉を␗なるᯛᩘ保有する取引を、その取引を理解していない㢳客から受託すること。 

պ 商品取引契約の⥾⤖を່ㄏする目的があることを㢳客にあらかじめ᫂♧しないで当ヱ商品契

約の⥾⤖を່ㄏすること 

ջ 㢳客から商品市場における取引等の委託を受けようとする際、商品先物取引業者が当ヱ委託

にಀる上場商品構ᡂ物品ཪは上場商品ᣦᩘཬび期限が同一であるものの取引について、故意

に、商品市場における取引等の受託にಀる取引と当ヱ商品先物取引業者の自ᕫのィ算による

取引を対当さࡏる取引（以ୗ「≉定取引」という。）を行っているにもかかࢃらࡎ、当ヱ㢳客

に対し、ḟにᥖげる事㡯をㄝ᫂しないで、当ヱ委託を受けること。 

イ ≉定取引を行っている᪨ 

ࣟ ≉定取引によって当ヱ委託にಀる取引と当ヱ商品先物取引業者の自ᕫのィ算による取引

が対当した場合には、当ヱ㢳客と当ヱ商品先物取引業者との益が相反するおそれがあ

る᪨ 

 損ኻ⿵てん等に関する⚗Ṇ行Ⅽۑ

࣭商品先物取引業者が㢳客に対し、あらかじめ損ኻ⿵てん等の申し㎸ࡳや約᮰をすること等 

࣭商品先物取引業者が㢳客に対し、Ⓨ生した損ኻの⿵てん等の申し㎸ࡳや約᮰をすること等 

࣭商品先物取引業者が㢳客に対し、Ⓨ生した損ኻの⿵てん等のために財産上の益をᥦ౪する

こと等 

1�. ⛯㔠ࡢᴫ要

 国内の商品取引ᡤで行ࢃれている商品先物取引でⓎ生した益金に対しては、ಶ人の場合、申࿌分

㞳ㄢ⛯によりㄢ⛯されます。なおᡤ有していた現物をΏして益をᚓた場合には、そのㆡΏ益に対

してᡤᚓ⛯がㄢ⛯されます。 

また、手ᩘᩱに対してはᾘ㈝⛯がㄢ⛯されます。 

ヲしくは、⛯理ኈ等のᑓ㛛ᐙにおၥい合ࡏࢃくࡔさい。 

11. ᙜ♫ࡢ商品先物取引ᴗࡢෆᐜࡧࡼ࠾᪉ἲࡢᴫ要

 当♫は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣および農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引

業者であり、当♫の行う商品先物取引業は、同法➨ 2᮲➨ 22 㡯にあたります。また、当♫は同法

上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。 

この契約に基づく取引は「商品市場における取引」（同᮲㡯 1ྕ）の受委託にあたり、お客様の

ὀᩥを当♫の外務員が受ὀする対㠃取引の方法により行います。 

 当♫は、商品取引ᡤの受託取引ཧ加者であるᰴᘧ会♫࣒ࢥテࢵクࢫの取ḟ会♫として、お客様

から委託を受けて受ὀしたὀᩥを㈱ᮾி商品取引ᡤにおいてᇳ行しますが、その取引はお客様のィ

算においてなされます。 
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1�. ᙜ♫ࡢᴫ要

商 ྕ 大㉳証券ᰴᘧ会♫  金融商品取引業者 ᮾᾏ財務ᒁ㛗（金商）➨ 1�� ྕ 

ᡤ 在 ᆅ ឡ▱┴名ྂᒇ市୰༊㘊目2␒13ྕ 

㐃 ⤡ 先 㟁ヰ␒ྕ（代⾲）   0 5 2－ 2 0 1－ 6 3 1 1

 お客様相談❆ཱྀ     0 5 2－ 2 0 1－ 6 3 3 3

タ 立 1��0 年 �月 

代 ⾲ 者 代⾲取⥾役♫㛗 大ཱྀ ༤ಙ 

資 本 金 �൨3000万円 

加入協会 日本証券業協会、一⯡♫ᅋ法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、 

日本ᢞ資者保護基金、日本商品委託者保護基金 

࡚࠸ࡘにࡏࢃྜ࠸ၥ࠾

取引に関してࡈ不᫂なⅬがあった場合には、担当の外務員にࡈ☜認くࡔさい。 

また、取引の内ᐜに␗㆟がある場合は、担当外務員によるࡈㄝ᫂が不༑分な場合には、ୗグの

「お客様相談❆ཱྀ」までࡈ㐃⤡くࡔさい。当♫の「お客様相談❆ཱྀ」では、営業㒊㛛から⊂立した

管理㒊㛛の「取引相談ᐊ」担当者がお客様からの苦情や相談を受け付け、その相談にᛂじており

ます。また管理㒊ཬび取引相談ᐊが適ᐅお客様をゼၥして、お取引に関してࡈ不᫂なⅬやၥ等

にお⟅࠼しၥ㢟の解決とࢧーࢫࣅのྥ上に努めています。 

なお、日本商品先物取引協会（日商協）では「相談センター」をタ置し、その会員の商品先物

取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。 

ᙜ♫࠾取引┦ㄯཬࡧⱞ❆ཱྀ 取引┦ㄯᐊ

㟁ヰ フリーࢲイࣖル 

   本♫ 0 1 2 0 ̿ � 0 � ̿ 0 3 0  

᪥ᮏ商品先物取引༠ ࣮ࠖࢱࣥࢭㄯ┦ࠕ

KWWS���ZZZ�QLVVKRN\R�RU�MS� 

  ࠛ103�001�  ᮾி㒔୰ኸ༊日本ᶫᇼ␃⏫ 

1 目 10␒ � ྕ 

 㟁 ヰ 03̿ 3��4̿ �243 

㟁ヰ受付時㛫 月㹼金（⚃⚍日を㝖く） 

           ��00㹼1��00 

1�. ච㈐㡯

以ୗの事⏤によりお客様に損ᐖがⓎ生した場合、当♫は㈐௵を㈇ࢃない。 

ձ ㏻ಙ機ჾཬびࢥンࣗࣆーターࢫࢩテ࣒等の㞀ᐖによりࢧーࢫࣅのṆをした場合。 

ղ 㟁ヰᅇ⥺の不ㄪཬびΰ㞧等によって、ཱྀᗙ用ができなかった場合。 

ճ お客様の㘒ㄗによって売買ὀᩥがᡂ立した場合。 

մ その、お客様がㅖ規๎に違反した場合。 
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14. 商品先物取引に関する主要な用語

ここでは、これまでに本᭩㠃でゐれられなかった商品先物取引に関する主要な用ㄒ等についてㄝ

᫂します。 

ᢞ資可⬟資金額 ᢞ資可⬟資金額とは、「商品先物取引のᛶ㉁を༑分に理解したう࠼で、損ኻ

（手ᩘᩱをྵࡴ）を⿕っても生άに支㞀のない⠊ᅖで定める資金額」であり、

言ࡤࢃ、お客様が商品先物取引において損ኻとして許ᐜできる金額です。 

したがって、ᢞ資可⬟資金額のグ入にあたっては、本᭩㠃の内ᐜを༑分に

おㄞࡳいたࡔき、商品先物取引の仕組ࡳとリࢫクをよくࡈ理解いたࡔいたう

で、入金により取引を行ったり、生ά資金までᢞ資されるようなことの࠼

ないよう、お客様ࡈ自㌟の資産状況を㋃ま࠼て、損ኻを⿕ったとしても生ά

に支㞀のない金額をࡈグ入くࡔさい。なお、ࡈグ入いたࡔいたᢞ資可⬟資金

額を㉸࠼る㐣大な損ኻが生じることのないよう、当♫のุ᩿により取引の制

限をさࡏていたࡔく場合がありますのでࡈὀ意くࡔさい。 

約ㅙ᭩ 商品取引契約を⥾⤖する際に、㢳客が金融商品取引業者に差し入れる「商

品先物取引の༴㝤ᛶを了▱したう࠼で受託契約‽๎にしたがって取引を行う

こと」をᢎㅙする᪨の᭩㠃です。なお、༳⣬⛯法に定められた「⥅⥆的取引

の基本となる契約᭩」に当たるため、4�000円の入༳⣬が必要となります。 

受託契約‽๎ 受託契約‽๎（‽๎）は、商品市場取引における商品取引契約のᬑ㏻契約

約Ḱであり、商品取引ᡤが定めています。お客様の取引も‽๎にしたがって

行ࢃれます。 

取引ሗ࿌᭩ව保証金受㡿

᭩ 
受託契約‽๎に基づき、ὀᩥがᡂ立したときに㏦付する᭩㢮です。ᡂ立し

たὀᩥの受ὀ日時、商品、限月、᪂規࣭仕切りのู、売付け࣭買付けのู、

ὀᩥのᡂ立した日時、売買ᯛᩘ、約定値ẁながグ㍕されています。また、

入出金があった場合にも㏦付いたします。 

取引ṧ㧗ሗ࿌᭩ 受託契約‽๎に基づき、毎月ᮎ時Ⅼで建玉を有するお客様に毎月ᮎの建玉

の状況をሗ࿌いたします。また、3 ࣨ月毎（3 月ᮎ、� 月ᮎ、� 月ᮎ、12 月ᮎ）

に㐣ཤ 3 ࣨ月㛫に取引されたお客様に取引内ᐜをグ㍕したものを㏦付いたし

ます。グ㍕内ᐜを☜認し、␗㆟の有↓について同ᑒのはがきにより必ࡈࡎᅇ

⟅くࡔさい。取引ṧ㧗ᅇ⟅᭩の㏉㏦がない場合には、内ᐜについて相違がな

かったものとして取りᢅいますので、ࡈὀ意くࡔさい。 

SPANט(ࣃࢫン) SPANטとは、࣭ࢦ࢝ࢩマー࢝ンタイル取引ᡤ（C M E ）が開Ⓨした証拠金

ィ算を行うためのࢫࢩテ࣒です。SPANט証拠金制度のもとでは、お客様が保

有する建玉全య（࣏ーࢺフ࢛リオ）から生じるリࢫクにᛂじて証拠金額をィ

算します。そのために、㈱日本証券クリアリング機構（J S C C ）が㐣ཤの価

格ኚືをもとに証拠金額ィ算の基♏となる値（ኚᩘ）S P A N ーター࣓ࣛࣃ

を決定し、それを用して金融商品取引業者がお客様ࡈとに最ప限必要な証

拠金額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金額を定めることとされて

います。 

当♫の委託者証拠金は、J S C C が毎㐌公⾲する S P A N ーターの࣓ࣛࣃ

∦建証拠金ࣛࣉイࣕ࢟ࢫ࣭ࢫンࣞンࢪの金額を基本として᥇用し「当♫が定

める委託者証拠金」を決定します。なお商品内ࢻࢵࣞࣉࢫ割ቑ額は同額とし

てタ定するため、同一㖭同ᯛᩘまでのࢻࢵࣞࣉࢫ取引の証拠金はᚩしま

 。んࡏ

バーする値࢝クをࢫとは、各商品の価格ኚືリࢪンࣞンࣕ࢟ࢫ࣭ࢫイࣛࣉ

として J S C C が算出（またはタ定）するᩘ値です。 

商品内ࢻࢵࣞࣉࢫ割ቑ額とは、ࢻࢵࣞࣉࢫ取引の場合において各商品の限

月㛫の価格ኚືの差により生じるリࢫクを࢝バーするために J S C C が算出

（またはタ定）したものです。 

商品㛫ࢻࢵࣞࣉࢫ割引額とは、␗なるཎ資産の㛫の価格ኚືに一定の相関

関ಀがあり、J S C C がその相関関ಀに基づきཎ資産の㛫でリࢫク相ẅを認

めている場合、そのリࢫク相ẅにకう割引額です。 
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直接預託 

差換預託 
商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は㈱日本証券クリアリ

ング機構に預託されます。その際に、金融商品取引業者が代理人として、お

預かりした証拠金をそのまま㈱日本証券クリアリング機構に預託する場合を

「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で㈱日本

証券クリアリング機構に預託する場合を「差換預託」といいます。お客様か

らお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差

換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取

引業者が差換預託を行うためには、差換預託を行うことについてお客様の同

意が必要となります。 

限 月 契約履行の最終期限に当たる月を限月（げんげつ）と言います。商品先物

取引では、各商品の限月の最終立会日（納会日）までに、取引を終了（決済）

する必要があります。 

差金決済 商品先物取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差

額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済するこ

とを「（建玉を）仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を

決済する場合を「転売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言います。 

日本商品先物取引協会 日本商品先物取引協会（日商協）は、商品先物取引法に基づいて経済産業

大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引

等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等（お客様）の保護を図ることを

目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守す

べき自主規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対して

は制裁を行っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の

資格試験の実施や登録業務等も行っています。 

日商協の「相談センター」では会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争

の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。 

㈱日本証券クリアリング機

構(JSCC) 

㈱日本証券クリアリング機構（ JSCC）は、我が国で初めて、証券取引法

に基づく「証券取引清算機関」（現在の「金融商品取引清算機関」）として有

価証券債務引受業（現在の「金融商品債務引受業」）の免許を受け、2003年1

月14日から業務を開始し、統一清算機関として精算業務をおこなっています。

日本商品委託者保護基金 日本商品委託者保護基金（保護基金）は、国内の商品市場取引において商

品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会

員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、㈱

日本証券クリアリング機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管さ

れている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、

この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担ってい

ます。また、業者が不測の事態（弁済事故）に陥り、万が一、保全されてい

た資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済さ

れなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用

し、対処することとしています。 
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本　　社 ／〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 2番 1 3 号
 　電話　（0 5 2）2 0 1 ― 6 3 1 1（代表）

大阪支店 ／〒532-0011 大阪市淀川区西中島一丁目1 5 番 2号
 　電話　（0 6）5 3 0 0 ― 5 7 5 7（代表）

東京支店 ／〒104-0045 東京都中央区築地四丁目 1番 1号
  東劇ビル 7Ｆ
 　電話　（0 3）3 5 4 3 ― 9 1 1 1（代表）

京都インフォメーションセンター ／〒604-0835 京都市中京区御池通間之町東入高宮町 2 0 6
 　電話　（0 7 5）2 4 1 ― 7 7 1 1（代表）

金沢インフォメーションセンター ／〒920-0869 金沢市上堤町 2番 3 7 号
 　電話　（0 7 6）2 2 2 ― 5 8 1 1（代表）

広島インフォメーションセンター ／〒730-0013 広島市中区八丁堀 1 5 番 1 0 号
 　電話　（0 8 2）2 2 1 ― 5 5 0 0（代表）

お客様相談窓口　取引相談室

電 話　052－201－6333
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